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新型コロナウイルス感染拡大防止のための
群馬県の緊急事態措置の周知について（依頼）

平素から県行政の推進に御理解と御協力を賜り、深く感謝を申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については、本年４月１５日付で貴センターに
対し、関係者等への外出自粛要請の周知を依頼させていただいたところです。
しかしながら、本年４月１６日、政府から、緊急事態宣言の警戒区域を７都府県から全

国に拡大する旨の発表があり、本県も緊急事態宣言の対象区域となりました。

これを受けて、新型コロナウイルス等特別措置法に基づき、別添のとおり「新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のための群馬県の緊急事態措置」を定めました。
県民の皆様に対しては、これまでどおり、不要不急の外出を控え、県外への往来を自粛

していただくほか、事業者の皆様に対しては、感染拡大防止のため、一部業種において施

設の使用停止を要請することとしました。
つきましては、貴センターにおかれましても、緊急事態措置や該当施設の使用停止の趣

旨を御理解いただき、関係者等に対し各種広報・連絡手段を通じて周知いただきますよう
お願いします。

なお、今回、停止要請を行わない、社会生活を維持する上で必要な施設等の事業者の皆
様についても、職場等における感染拡大を防止するため、適切な感染防止対策を講ずるほ
かテレワークや時差出勤を積極的に導入していただくよう､併せて御周知ください。

担 当：地域包括ケア推進室 間嶋

T E L：027-897-2653

F A X：027-243-2044

e-mail：houkatsukea@pref.gunma.lg.jp
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   新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等 

緊急事態措置の実施等について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策については、令和２年３月 26日に、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号。以下「特措法」という。）

第 15条第１項に基づく政府対策本部を設置し、令和２年４月７日に、特措法第

32条第１項に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされました。 

 本日、特措法第 32条第３項の規定に基づき、同条第１項第２号に掲げる新型

インフルエンザ等緊急事態措置（第 46 条の規定による措置を除く。）を実施す

べき区域を全都道府県へと変更するとともに、特措法第 32条第６項の規定に基

づき、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月 28日新

型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。）が変

更されました。 

 このことを踏まえ、特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等緊

急事態措置（以下「緊急事態措置」という。）については、下記のとおり取り扱

うこととしましたので、その実施に当たっては、この趣旨に沿って適切に対処さ

れるようお願いいたします。 

 各都道府県におかれては、貴都道府県内の市町村及び特措法第２条第５号に

規定する指定地方公共機関（以下「指定地方公共機関」という。）にも、周知さ

れるようお願いします。 

 

  



記 

 

１ 緊急事態措置の実施に係る事前協議 

基本的対処方針三（６）３）⑦において、「特定都道府県は、緊急事態宣言

後の様々な措置を実施するにあたっては、予め政府対策本部長と協議し、迅速

な情報共有を行う。」とされていることを踏まえ、特措法第 38条第１項に規定

する特定都道府県知事（以下「特定都道府県知事」という。）は、緊急事態措

置の実施にあたっては、特措法第 16 条第１項に規定する政府対策本部長（以

下「政府対策本部長」という。）に対し、事前に協議を行うこと。 

 

２ 緊急事態措置の実施に係る報告 

  基本的対処方針三（６）３）⑧において、「緊急事態宣言後の様々な措置を

実施した際には、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長

に、特定市町村長及び指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知

事に、指定公共機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告

する。」とされていることを踏まえ、特定都道府県知事は、別紙様式第１によ

り、緊急事態措置を実施した際は、遅滞なく、政府対策本部長に対し、その旨

及びその理由を報告するとともに、別紙様式第２により、特措法第 38条第１

項に規定する特定市町村長及び指定地方公共機関の長が緊急事態措置を実施

した旨及びその理由に係る報告を取りまとめ、遅滞なく、政府対策本部長に報

告すること。 

 

３ 大型連休期間中における都道府県の区域を超える不要不急の移動の自粛の

要請の徹底 

基本的対処方針三（６）３）⑩において、「特定都道府県は、不要不急の帰

省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点か

ら極力避けるよう住民に促す。特に、大型連休期間においては、法第 45 条第

１項の規定に基づき、都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛するよう、住

民に協力を要請する。また、域内の観光施設等に人が集中するおそれがあると

きは、当該施設に対して入場者の制限等、適切な対応を求める。政府は、必要

に応じ、当該不要不急の移動の自粛に関し、法第 20 条の規定による総合調整

を行う。」とされており、特定都道府県知事は、これを踏まえ、住民に協力を

要請するなど、適切に対応するとともに、要請等を行った場合には、別紙様式

第３により、遅滞なく、報告すること。 

 

       



（別紙様式第１）

都道府県名：

緊急事態措置の内容（根拠条文）
措置を行っ
た日

期間 理由（必要性）

1

2

3

4

5

6

7

8

＜留意点＞
・回答に際して枠が足りない場合には、適宜追加をお願いします。

別紙様式第１　特定都道府県知事による緊急事態措置の実施に係る報告



（別紙様式第２）

都道府県名：

実施主体
（特定市町村／指
定地方公共機関）

緊急事態措置の内容（根拠条文）
措置を
行った日

期間 理由（必要性）

1

2

3

4

5

6

7

8

＜留意点＞
・回答に際して枠が足りない場合には、適宜追加をお願いします。

別紙様式第２　特定市町村長及び指定地方公共機関の長による緊急事態措置の実施に係る報告の総括



(別紙様式３ )

都道府県名

大型連休期間における不要不急の帰省や旅行な
ど、都道府県をまたぐ人の移動の自粛に関する
要請の概要（ホームページで公表している場合
は、URLを貼り付けてください。）

要請日（又は要請予定日）

＜留意点＞

・回答に際して枠が足りない場合には、適宜追加をお願いします。

別紙様式第３　特定都道府県知事による大型連休期間中の移動自粛の要請に係る報告の総括



新型コロナウイルス感染拡大防止のための

群馬県の緊急事態措置

１ 緊急事態措置の実施期間

令和２年４月１７日（金）から５月６日（水）まで

２ 緊急事態措置の実施区域

群馬県内全域

３ 緊急事態措置の内容

⑴ 県民に対して（４月１７日(金)から５月６日（水）まで）

新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法 ）第４５条」。

第１項に基づき 「医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出、

、 、 」勤など 生活の維持に必要な場合を除き 原則として外出しないこと

を要請する。

また、他の都道府県への往来についても、原則として自粛を要請す

る。

⑵ 事業者等に対して（４月１８日(土)から５月６日（水）まで）

特措法第２４条第９項に基づき、県内に所在する特措法施行令第

１１条に規定する施設（別紙①特措法による協力要請を行う施設）の

管理者及びイベントの主催者に対し、施設の使用停止又は催物の開催

停止を要請する。

なお、特措法施行令第１１条に規定する施設に該当しないが、使用

停止が望ましい施設（別紙②特措法によらない協力依頼を行う施設）

の管理者に対して、施設の使用停止又は催物の開催停止の協力を依頼

する。

また、社会生活を維持する上で必要な施設等（別紙③基本的に休止

を要請しない施設）の管理者に対し、適切な感染防止対策を講じた上

で事業の継続を要請する。

、 、 、イベントの主催者に対しては 屋内外を問わず 複数の者が参加し

密集状態が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催について

も、自粛を要請する。
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